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大 和 市 立 緑野 小 学 校 ＰＴ Ａ 規 約 

 

第 一 章  総  則 

第１条 本会は大和市立緑野小学校保護者と教職員の会とし、名称を『緑野小学校ＰＴＡ』とする。 

第２条 本会は学校の教育方針に協力し、家庭生活における児童の幸福な成長をはかり、地域社会と協

力し、保護者に対する成人教育を高めることを目的とする。 

第３条 本会は学校側の教育を本旨とする問題等についての参考資料は提出するが、学校の管理、人事

に関与しない。 

 

 

第 二 章  会  員 

第４条 本会の会員は児童の保護者および教職員とする。 

第５条 会員はすべて平等の権利と義務を有し、会費を納める義務がある。 

 

 

第 三 章  役 員 お よ び 会 計 監 査 委 員 

第６条 本会に次の本部役員（以下役員と呼ぶ）および会計監査委員をおく。 

会長１名、副会長３名、会計２名、書記２名、会計監査委員３名をそれぞれ上限とする。 

第７条 役員および会計監査委員の任務は次の通りとする。 

① 会長は本会を代表し、会務を総括する。総会および運営委員会を招集する。 

② 副会長は会長を補佐し、会長不在のときは、その代行をする。 

③ 会計は本会の会計事務を処理し、予算および決算を総会に報告する。 

④ 書記は本会の議事を記録し、文書の保管、各種会合の通知発送等、会務を処理する。 

⑤ 会計監査委員は会計帳簿を監査し、総会に報告する。また、他の役員および委員を兼ねる 

ことはできない。 

第８条 役員および会計監査委員の任期は１年とする。ただし欠員ができたときは、会長が後任を推薦

し運営委員会の承認を得る。任期は残任期間とする。 

第９条 役員および会計監査委員の選出は次の通り行う。 

① 成人指名委員会は役員および会計監査委員の候補者（以下候補者と呼ぶ）を募集し、選出

を行う。  

② 成人指名委員会は選出した候補者を役員に報告する。 

③ 役員は成人指名委員会と協力し、本会会員に、一定の意見申立期間を設けて、選出した候

補者を書面にて報告する。 
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④ 役員および成人指名委員会は前項に規定された報告に係る意見申立に対して回答を行うも

のとする。なお、当該意見申立てが過半数に満たなかった場合は、当該候補者が承認され

たものとみなす。 

⑤ 意見申立てが過半数以上となった場合は、成人指名員会は役員と協議の上、当該候補者に

代わる候補者を選出し、再度第２項から第４項までの手続きを実施するものとする。 

⑥ 本会会員に承認された候補者は、総会において確認を受けるものとする。 

 

 

第 四 章  委  員  会 

第１０条 本会に次の委員会をおく。 

① 校外委員会 

② 学年広報委員会 

③ 成人指名委員会 

④ 特別委員会 

 

第１１条 ① 委員の任期は１年とする。 

② 各委員会に委員長 1 名、副委員長 2 名をおき、委員の互選により選出される。（ただし

特別委員会を除く。） 

③ 特別委員会の正副委員長およびそれに同等する委員は、委員の互選により選出される。 

④ 各委員会の運営については、細則で定める。 

 

第１２条 ① 委員長は委員会を統括し、事業を遂行する。 

② 副委員長は委員長を補佐し、委員長不在のときは、その代行をする。 

 

 

第 五 章  運  営 

第１３条 総会は定期総会と臨時総会とし、定期総会は年１回以上とする。 

臨時総会は運営委員会が必要と認めたとき、または会員の５分の１以上の請求があるときは

開催することができる。 

定足数は全会員の３分の１以上とする。ただし委任状を認める。 

総会の決議は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。 

第１４条 役員会は会長が招集し、会務の計画立案、事業の遂行について決議する。 

構成は役員および学校長、教頭、教務とする。 

第１５条 運営委員会は事業を企画検討し、細則および地区割りの審議等、会務を処理する。構成は役

員、各委員会の委員長、副委員長および学校長、教頭、教務、事務局の会計、書記とする。 
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第１６条 会務運営のため学校に事務局を設け、次の教職員をおく。 

会計１名（教職員）  書記１名（教職員） 

 

 

第 六 章  会  計 

第１７条 本会の経費は会費、事業収入および自発的な寄付をもって支弁する。 

第１８条 会費変更および会員または部外の者に対して寄付を求める場合は、総会の承認を得なければ

ならない。 

第１９条 本会の会費は年額３,０００円を上限とする。 

第２０条 本会の会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日までとする。 

 

 

第 七 章  改  正 

第２１条 この規約は、総会において出席者の２分の１以上の賛成によって改正することができる。た

だし、可否同数のときは議長が決する。 

 

 

      付      則 

この規約は昭和４６年４月 １日から実施する。 

この規約は昭和５０年４月 １日から実施する。 

この規約は昭和５７年４月 １日から実施する。 

この規約は昭和５８年４月 １日から実施する。 

この規約は昭和５９年４月 １日から実施する。 

この規約は昭和６０年４月 １日から実施する。 

この規約は昭和６３年４月 １日から実施する。 

この規約は平成１０年４月 １日から実施する。 

この規約は平成１４年４月 １日から実施する。 

この規約は平成１５年４月 １日から実施する。 

この規約は平成２５年４月 １日から実施する。 

この規約は令和 ４年５月２３日から実施する。 

この規約は令和 ６年４月 １日から実施する。 


